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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
　代表取締役社長真部誠司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の

公表した「財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価および監査に関す

る実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制

を整備および運用している。

　なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範

囲で達成しようとするものである。この為、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止また

は発見することが出来ない可能性がある。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
　財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成21年３月31日を基準日として行われており、評価に当

たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

　本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行っ

た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定

された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要

点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

　財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観

点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して

決定しており、当社および連結子会社３社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに

係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している４事業拠点を「重要

な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛

金および棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の

事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業

務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重

要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。

３【評価結果に関する事項】
　当社は、元部長による不適切な取引が発覚したことにより、第69期（平成15年４月１日至平成16年３月31日）以降第74

期（平成20年４月１日至平成21年３月31日）までの有価証券報告書、半期報告書および四半期報告書（以下、「有価証

券報告書等」という。）について、過大に計上されていた売上高および仕入高を修正するとともに不適切な取引に係る

損失および債務を計上する等、必要と認められる修正を行うため訂正有価証券報告書等を提出した。

　この不適切な取引が長期間にわたり行われ、また、長期間発覚しなかったのは、下記に記載した財務報告に係る内部統

制の不備を原因としており、これらの不備は、財務報告に対して重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当す

ると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。

　この重要な欠陥が当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、当該不適切な取引の発覚以降にその内容把握お

よび訂正有価証券報告書等の作成に時間を要したため、リスク管理委員会を中心とした再発防止施策の立案および是正

措置を当事業年度の末日までに実施できなかったためである。

記

　当社においては、経済情勢、事業環境の変化を適時に把握し、それに対応して適切な経営方針および経営戦略の策定が

されておらず、従来の組織構造や慣行を前提とする、実情に即さないトップダウンの経営が行われてきた。また、コンプ

ライアンス制度が不十分であり、適切な人材配置も出来ていなかったことから、不適切な取引等を未然に防止する相互

牽制機能が十分に働いていなかった。

　これらの重要な欠陥により、結果として、販売業務プロセスと決算・財務報告プロセスに不備が生じているが、上記に

記載した内部統制の不備に関連する業務プロセスで処理される重要な取引に対しては取引内容の再照合を行ない、決算

財務報告プロセスで処理される見積もり計算等の会計基準の正確な適用に対する体制面での不備に対しては見積もり

計算の再計算を行ない、その結果特定した必要な修正はすべて連結財務諸表に反映させた。

　一方、当社は、財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を十分に認識しており、新経営体制となる翌事業年

度においては、上記の評価結果を踏まえ経営管理体制を整備し、適切な内部統制を整備および運用する方針であり、その

計画概要は次のとおりである。
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(1) コーポレート・ガバナンスの強化のため、今回、新たに社外取締役２名を選任し経営監督機能の充実と、執行役員

　　増員による業務執行機能の充実を図るものとする。また、営業本部および管理本部の設置による業務執行および管

　　理の体制強化を図る。また、内部監査室の体制面とモニタリングを強化しつつ、内部監査結果に対する改善措置を

　　講じ、フォローアップ監査を充実することにより内部監査の質的向上を進める。

(2) 事業環境の変化に対応した経営方針および経営戦略に基づく中期経営計画の立案を、将来のリーダー役を担う若手

　　社員が中心となって策定し、それを基軸として各部門の具体的な計画を積み上げた予算編成を行ない、その予算を

　　全社員に周知徹底して実施することにより、全社員が一つの方向に向って会社変革を推進する。

(3) 社員のコンプライアンス意識の向上のため、全社員を対象とした継続的な階層別研修とコンプライアンス意識の定

　　期的な調査を実施し、その結果をモニタリングする。また、従来の内部通報制度における通報窓口としての内部監

　　査室と顧問弁護士に加え、より利用しやすい目安箱を新たに設置するとともに、全社員への社内掲示物等による同

　　制度の周知徹底を行なうことにより内部通報制度の活用を図り、もって法令遵守経営を推進する。

(4) 人事固定化と一人担当制の弊害を回避するため、長期同一部門・同一職務に従事している社員の人事異動あるいは

　　職務変更を促進するとともに、人事制度を見直して適正人員を見定めたチーム制を導入する。また、相互牽制およ

　　びスキルアップを考慮した人事異動、将来の幹部候補となる人材の育成および採用を継続的に実施する。

４【付記事項】
　付記すべき事項はありません。

５【特記事項】
　特記すべき事項はありません。
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